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○
この

様
式

は
、前

月
の

初
日

か
ら末

日
ま

で
の

間
に

お
け

る
、製

造
た

ば
この

購
入

及
び

販
売

に
関

す
る

事
実

を
計

上
し、

前
月

末
在

庫
数

量
を

算
出

す
る

も
の

で
す

。都
内

に
主

た
る

事
務

所
等

を有
す

る
事

業
者

の
方

は
、申

告
書

とあ
わ

せ
て

毎
月

提
出

して
くだ

さい
。

○
色

の
つ

い
て

い
る

欄
に

必
要

事
項

を
入

力
して

くだ
さい

（
それ

以
外

の
欄

は
自

動
計

算
され

ま
す

。）
。

○
小

数
点

以
下

１
位

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

は
その

端
数

を切
り捨

て
、小

数
点

以
下

１
位

ま
で

計
上

して
くだ

さい
。

【前
々

月
末

在
庫

】
前

月
の

初
日

に
実

際
に

所
有

して
い

る
製

造
た

ば
この

数
量

を
記

載
して

くだ
さい

。
（

この
数

量
は

前
月

提
出

分
の

受
払

い
報

告
書

の
「前

月
末

在
庫

数
量

」と
一

致
しま

す
。）

【受
入

れ
】

○
卸

売
販

売
業

者
等

か
ら

の
買

受
け

等
卸

売
販

売
業

者
等

か
ら取

得
した

全
て

の
製

造
た

ば
この

数
量

を
記

載
して

くだ
さい

。
（

「返
還

」欄
に

記
載

す
る

も
の

を
除

き
ます

。）
（

例
）

卸
売

販
売

用
とし

て
買

い
受

け
た

製
造

た
ば

こ、
小

売
販

売
用

とし
て

買
い

受
け

た
製

造
た

ば
こ、

そ
の

他
通

常
の

売
買

契
約

以
外

の
方

法
で

取
得

した
製

造
た

ば
こ

等
○

返
還

販
売

契
約

の
解

除
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

理
由

に
よ

り、
取

引
先

の
小

売
販

売
業

者
か

ら返
還

を
受

け
た

製
造

た
ば

こ（
小

売
販

売
業

者
で

も
あ

る
卸

売
販

売
業

者
等

に
小

売
販

売
用

とし
て

売
渡

した
製

造
た

ば
こを

含
み

ま
す

。）
の

数
量

を
記

載
して

くだ
さい

。

【払
出

し】
○

卸
売

販
売

業
者

等
へ

の
売

渡
し

等
︓

①
及

び
②

卸
売

販
売

業
者

等
に

払
い

出
した

全
て

の
製

造
た

ば
この

数
量

を
記

載
して

くだ
さい

。
（

小
売

販
売

用
とし

て
買

い
受

け
た

製
造

た
ば

こを
返

還
す

る
場

合
を

除
き

ま
す

。）
○

小
売

販
売

業
者

へ
の

売
渡

し
、消

費
者

等
へ

の
売

渡
し

及
び

消
費

等
】︓

③
都

道
府

県
た

ば
こ税

の
課

税
客

体
とな

る
売

渡
し及

び
消

費
等

に
係

る
す

べ
て

の
製

造
た

ば
この

数
量

を
記

載
し

て
くだ

さい
（

課
税

免
除

事
由

に
該

当
す

る
製

造
た

ば
こに

つ
い

て
も

含
め

て
記

載
して

くだ
さい

。）
。

※
小

売
販

売
業

者
で

も
あ

る
卸

売
販

売
業

者
等

に
対

し、
小

売
販

売
用

とし
て

売
り渡

す
製

造
た

ば
この

数
量

に
つ

い
て

は
、①

、③
の

両
方

に
計

上
し、

さら
に

内
数

とし
て

②
に

も
記

載
す

る
こと

に
より

差
引

計
算

を
行

い
ま

す
。

各
欄

に
記

載
した

事
項

に
つ

い
て

、参
考

とな
る

べ
き

事
項

を
記

載
して

くだ
さい

。

「卸
売

販
売

業
者

等
か

ら
の

買
受

け
等

明
細

書
」の

合
計

数
量

を
記

載

「卸
売

販
売

業
者

等
へ

の
売

渡
し等

明
細

書
」の

合
計

数
量

を
記

載

「小
売

販
売

業
者

へ
の

売
渡

し等
明

細
書

」の
合

計
数

量
を

記
載

記
入

不
要

【個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

】
個

人
番

号
（

12
桁

）
又

は
法

人
番

号
（

13
桁

）
を

記
載

して
くだ

さい
。

４ 受払い報告書
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【数
量

】
〇

計
上

の
対

象
とな

る
の

は
、卸

売
販

売
業

者
等

か
ら取

得
した

全
て

の
製

造
た

ば
この

数
量

で
す

。
（

契
約

解
除

等
の

理
由

に
よ

り、
小

売
販

売
業

者
で

も
あ

る
卸

売
販

売
業

者
等

か
ら小

売
販

売
用

とし
て

売
渡

した
製

造
た

ば
こが

返
還

され
た

場
合

を
除

き
ま

す
。）

・卸
売

販
売

用
とし

て
買

受
け

た
製

造
た

ば
こ

・小
売

販
売

用
とし

て
買

受
け

た
製

造
た

ば
こ

・そ
の

他
、通

常
の

売
買

契
約

以
外

の
方

法
で

取
得

した
製

造
た

ば
こ

○
「数

量
」欄

に
は

、以
下

を
合

算
した

も
の

を
記

載
して

くだ
さい

。
・紙

巻
た

ば
この

本
数

・以
下

の
製

造
た

ば
この

重
量

を
、区

分
ご

とに
紙

巻
た

ば
この

本
数

に
換

算
した

も
の

（
葉

巻
（

※
）

・パ
イプ

︓
１

ｇ
＝

１
本

、刻
み

・か
み

・か
ぎ

︓
２

ｇ
＝

１
本

）
※

１
本

当
た

りの
重

量
が

１
ｇ

未
満

の
葉

巻
た

ば
こに

つ
い

て
は

、そ
の

１
本

を
も

って
紙

巻
た

ば
この

１
本

に
換

算
しま

す
。

・加
熱

式
た

ば
こに

つ
い

て
は

、紙
巻

た
ば

こ本
数

に
換

算
した

本
数

の
合

計
数

量
（

換
算

方
法

は
、都

た
ば

こ税
の

手
引

4〜
6ペ

ー
ジ

を
ご

参
照

くだ
さい

。）
※

小
数

点
以

下
１

位
未

満
の

端
数

が
あ

る
とき

に
は

その
端

数
を

切
り捨

て
、小

数
点

以
下

１
位

ま
で

算
出

して
くだ

さい
。

○
この

明
細

書
に

記
載

した
数

量
の

合
計

は
、「

受
払

い
報

告
書

」の
「卸

売
販

売
業

者
等

か
らの

買
受

け
等

」の
数

量
と一

致
しま

す
。

※
明

細
書

最
終

ペ
ー

ジ
の

末
尾

に
合

計
数

量
を

記
載

す
る

必
要

は
あ

りま
せ

ん
。

卸
売

販
売

業
者

等
ご

とに
買

受
け

数
量

を
記

載

○
この

様
式

は
、「

受
払

い
報

告
書

」の
「卸

売
販

売
業

者
等

か
らの

買
受

け
等

」欄
に

記
載

す
る

製
造

た
ば

この
数

量
に

つ
い

て
、卸

売
販

売
業

者
等

ご
との

内
訳

を
計

上
す

る
も

の
で

す
。

○
色

の
つ

い
て

い
る

欄
に

必
要

事
項

を
入

力
して

くだ
さい

。

記
入

不
要

【個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

】
個

人
番

号
（

12
桁

）
又

は
法

人
番

号
（

13
桁

）
を

記
載

して
くだ

さい
。

５ 卸売販売業者等からの買受け等明細書
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